
■対象団体（次の３要件を満たした団体）
①主として市内で活動する団体であること。
②団体の構成員が５人以上で、かつ、代表者が明ら
かであること。
③政治活動、宗教活動、または営利事業を主たる目
的とする団体でないこと。

■対象経費
①実践的活動に要する資器材、消耗品などの購入費
②広報誌、チラシ、会報、調査報告書、パンフレッ
トなどの印刷費
③講演会、学習会などにおける講師謝礼、会場使用
料、器材の借り上げ料など
④その他補助することが適当と認められる経費

環境保全に関する市民の皆さんの自主的な活動を支援し促進するため、環境問題に関する普及啓発活動、
環境学習を推進する活動、その他環境保全に関する活動を行っている団体に助成します。

■補助金額　補助対象経費の90％以内で、20万円を上
限とします。ただし、前年度にこの補助金の交付を
受けた団体は10万円を上限とします。
なお、この補助金は予算の範囲内で助成しますの
で、応募多数の場合は助成できない場合があります。
あらかじめご了承ください。
■申請方法　補助金を申請される団体は、募集案内を
よくお読みいただき、４月20日から５月15日までの
間に市役所１階生活環境課へ必要書類を提出してく
ださい。
募集案内は、４月１日から同課で配布します。ま
た、市ホームページにも掲載します。
■問合せ　生活環境課☎(24)8764
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環境保全に取り組む団体の活動に助成します
平成21年度きれいなまちづくり環境保全活動費補助金

＜公共下水道整備区域＞
　　　　平成21年３月供用開始区域
　　　　平成21年度の整備予定区域

※市ホームページに拡大図を掲載しています。
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